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稲羽中学校いじめ防止基本方針 

令和２年４月１日 改定 

 はじめに  

 ここに定める「稲羽中学校いじめ防止基本方針」は、平成２５年６月２８日公布、平成２５年９月２８日に施

行された「いじめ防止対策推進法」（以下「法」という）の第１３条を踏まえ、本校におけるいじめ問題等に対す

る具体的な方針及び対策等を示すものである。 

１ いじめの問題に対する基本的な考え方  

（１）定義 

法：第２条 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定

の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行

われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

（２）基本認識 

 学校教育全体を通じて、以下の認識に基づき、生徒一人一人に寄り添って、いじめの防止等にあたる。 

 ・「いじめは、人間として絶対に許されない」 

・「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こりうる」 

・「いじめは、見ようと思って見ないと見つからない」 

（３）学校としての構え 

◇学校は、生徒の心身の安全・安心を最優先に、危機感をもって未然防止、早期発見・早期対応並びにいじめ

問題への対処を行い、生徒を守る。 

◇全ての教職員が一致協力した組織体制により対応する。 

◇「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を、教育活動全体を通じて、生徒一人一人に徹底する。 

◇「いじめをしない、させない、許さない学級・学校づくり」を進め、生徒一人一人を大切にする教職員の日

常的な態度を醸成する。 

◇いじめが解消したと即断することなく、継続して十分な注意を払い、折に触れて必要な指導を行い、保護者

と連携を図りながら見届ける。 

※「解消している」状態とは，少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)いじめに係る行為の解消；被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて

行われるものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは，少なくと

も３か月を目安とする。ただし，いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される

場合は，この目安にかかわらず，学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により，より長期の期間を設

定するものとする。 

b)被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと；いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点

において，被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒

本人及びその保護者に対し，心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認すること。 

 


